
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象
たいしょう

施設
し せ つ

 

※施設
し せ つ

によって無料
むりょう

の期間
き か ん

が異
こと

なります。 

また、営業
えいぎょう

時間
じ か ん

・定休日
ていきゅうび

などもご確認
かくにん

の上ご利用
り よ う

ください。 

松
まつ

本
もと

市
し

子どもの権利
けんり

ニュース 
No.1７ 小学生版 

発行元 こども育成課 

発行月 令和６年1０月 

紅葉
こうよう

の美
うつく

しい季節
き せ つ

になりました。みなさん毎
まい

日
にち

元気
げ ん き

にすごしていますか？ 

松本市
まつもとし

には子どものためのルールがあります。 

 それが、「松本市
まつもとし

子どもの権利
け ん り

に関
かん

する条例
じょうれい

」です。 

 こどもの権利
け ん り

とは、「安心
あんしん

して生
い

きる権利
け ん り

」、「豊
ゆた

かに育
そだ

つ権利
け ん り

」、「自分
じ ぶ ん

らしく生
い

きる権利
け ん り

」、

「社会
しゃかい

に参加
さ ん か

する権利
け ん り

」など、子どもが１人の人として大切
たいせつ

にされ、成長
せいちょう

、自立
じ り つ

していくために

必要
ひつよう

なものです。 

 11 月 20 日を「松本子どもの権利
け ん り

の日」とし、11 月 20 日を含
ふく

む 1週間
しゅうかん

を「まつもと子ど

も権利
け ん り

ウィーク」としています。【今年は１１月１７日（日）～２３日（土）】 

子どもたちの「家族
か ぞ く

と一緒
いっしょ

に遊
あそ

びたい」「家族
か ぞ く

で出かけたい」という思
おも

いから、市内
し な い

の施設
し せ つ

が協力
きょうりょく

してくれました。 

 18歳
さい

までの子どもの入館料
にゅうかんりょう

・利用料
り よ う り ょ う

が無料
むり ょ う

になります。 

 この機会
き か い

に出かけたことのない場所
ば し ょ

に家族
か ぞ く

で行
い

き、親子
お や こ

で過
す

ごすのもいいですね。ぜひ家族
か ぞ く

でご利用
り よ う

ください。 

子どもの入 館 料
にゅうかんりょう

・利用料
りようりょう

が無料
むりょう

に❕❕ 

☆博物館もご利用ください。高校生以下または１８歳未満 通年無料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

紅葉の美しい季節になりました。みなさん毎日元気にすごしていますか？ 

松本市には子どものためのルールがあります。 

 それが、「松本市子どもの権利に関する条例」です。 

 こどもの権利とは、「安心して生きる権利」、「豊かに育つ権利」、「自分らしく生きる権利」、

「社会に参加する権利」など、子どもが１人の人として大切にされ、成長、自立していくために

必要なものです。 

 11 月 20 日を「松本子どもの権利の日」とし、11 月 20 日を含む 1 週間を「まつもと子ど

も権利ウィーク」としています。【今年は１１月１７日（日）～２３日（土）】 

No.1７ 中高生版 

発行元 こども育成課 

発行月 令和６年10月 

松本市子どもの権利ニュース 

子どもの入館料・利用料が無料に❕❕ 

子どもたちの「家族と一緒に遊びたい」「家族で出かけたい」という思いから、市内の施設が協力してくれました。 

 18歳までの子どもの入館料・利用料が無料になります。 

 この機会に出かけたことのない場所に家族で行き、親子で過ごすのもいいですね。ぜひ家族でご利用ください。 

対象施設 

※施設によって無料の期間が異なります。 

また、営業時間・定休日などもご確認の上ご利用ください。 

窓口で、学生証ま

たは健康保険証を

見せてください。 

☆博物館もご利用ください。高校生以下または１８歳未満 通年無料 


